
労災適用の病気やけがに健康保険を使ってしまった場合は、速やかに
事業所の担当部署に申し出て、労災保険に切り替える手続きを行って
ください。また、健康保険組合にもご連絡をお願いします。
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健康保険は
使えません仕事中や通勤途中のけがは

労災保険で受診してください
仕事に起因する病気やけが、通勤途中のけがは、労災保険が適用されます。
健康保険は使えませんのでご注意ください。
労災保険が使える場合は自己負担なしで医療を受けることができます。
　会社で働く人が仕事中や通勤途中にけがをした場合は、健康保険ではなく労災保険で医療を受けることになっています。

労災保険が適用される場合は、健康保険証では受診できませんのでご注意ください。勤務形態に関係なく労災保険が適用

されるため、パートやアルバイトであっても対象となる病気やけがの場合は、労災保険での受診となります。

　労災保険が適用されるかは労働基準監督署が判断しますので、自分の意思で健康保険か労災保険かを選択することは

できません。詳しくは労働基準監督署に相談してみましょう。

仕事に起因する病気やけが
（業務災害）

●仕事中や仕事の準備・後始末中のけが
●出張中や会社から得意先へ向かう途中のけが
●車を利用しての営業や出張の途中、交通事故に
よるけが

●仕事と病気の間に相当の因果関係が認められる
場合　　　　　　　　　　　　　　　　　など

通勤途中のけが
（通勤災害）

●通勤途中での交通事故によるけが

●通勤途中の転倒、階段を踏み外してのけが

●電車やバスなど公共交通機関でのけが

●日常生活上必要な行為（病院の受診・子供の送迎・

日用品の購入など）の後、通常の経路に戻ってか

らのけが　　　　　　　　　　　　　　　　など

※居酒屋で飲酒したなど、日常生活に必要な行為以外の場合は、通勤経路から外れたことになるため通勤災害にはなりません。

通勤途中・仕事中に通勤途中・仕事中に
けがをした！けがをした！

一般の病院を受診
受付で労災であることを申
し出て、治療費をいったん
全額立て替え払いし、後か
ら本人が労働基準監督署に
請求します。

健康保険で
受診して

しまったときは？

労災保険が適用される例

労災指定病院を受診
労災であることを申し出て
受診すると、原則として自
己負担なしで治療を受ける
ことができます。
※通勤災害では一部負担金200円。


